
（ 注6） 納入をお急ぎのと き は、 月割額について、 町民税務課ま でお尋ねく ださ い。

（ 注5） 65歳以上の給与所得者の公的年金等に係る 税額については、 給与から の特別徴
収はでき ま せん。
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二重納付防止のため、 納税者に届いている 普通徴収納税通知書で納付
状況を確認く ださ い。

備考欄

（ 注4） 毎月20日（ 事務処理の関係上、 前後する 場合があり ま す） ま でに到着
し たも のについては、 翌月上旬に特別徴収税額（ 変更） 通知書を送付
いたし ま す。

（ 注2）

（ 注1） 普通徴収で納期限が過ぎている 分については、 特別徴収への切替がで
き ま せん。

（ 注3） 特別徴収税額決定通知書発送時に間に合う のは4月中旬頃ま でにご提出
いただいた場合です。 ご注意く ださ い。


